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粗大ごみの回収受付は
シルバー人材センターへ

お問い合わせ先

八重瀬町シルバー人材センター
☎098‐998‐4677

受付時間／9時～17時（12時～13時を除く）

回収日は火曜日・金曜日です。

事前に電話予約が必要です。

　令和６年３月１日から本籍地以外（八重
瀬町に本籍がない方）でも八重瀬町役場
の住民環境課窓口で申請請求すること
ができます。

※コンピュータ化されていない
戸籍証明書、郵送や代理人（委
任状を持参など）による請求は
できません。

令和6年4月から相続登記の

申請が義務化されます

▼詳細はこちらから

～不動産に関するルールが大きく変わります～

①相続登記について ②帰属制度について

※音声ガイダンスが流れますので、『３』→『１』を選択してください　　　

那覇地方法務局
☎098-854-7950（代表） 

問合せ先等

※令和6年4月より前に相続した不動産も、未登記であれ
ば義務化の対象となります。正当な理由なく義務に違反
した場合、10万円以下の過料の適用対象となります。

 お問い合わせ｜住民環境課（マイナンバーカード担当）｜☎ 098-998-2443 

マイナンバー 夜間・休日窓口戸籍証明書
等の交付について

（カード申請・交付）

夜間窓口　17：30～19：30

3/12（火）・3/28（木）・4/25（木）

3/9（土）・3/10（日）・4/7（日）・4/20（土）
休日窓口　9：00～11：30

ホームページ▷

チェック

　役場開庁時間にマイナンバーカードの申請や受取りに来られない方は、夜間・休日窓口をご利
用ください。夜間・休日窓口は完全予約制ですので、前日までにご予約の上、ご来庁ください。

完　全
予約制

※日程を変更する場合があります。詳細は電話や町ホームページでご確認ください。

予約 前日までにお電話等にて。 窓口 住民環境課（役場本庁舎１階）

八重瀬町

令和６年度 交通災害共済ご加入のお願い令和６年度 交通災害共済ご加入のお願い

お問合わせ｜八重瀬町役場総務課（交通安全担当）｜TEL:098-998-2200

お問い合わせ｜住民環境課
☎098-998-2443

　沖縄県町村交通災害共済組合では住民に対する交通
災害共済事業を行っております。
　本共済は加入者１人につき年500円で毎年４月１日～
翌年３月31日まで加入することができ、加入者が共済期
間中に交通事故によりケガを負い医療機関に通院した
場合、治療実日数に応じて見舞金が支給されます。
　八重瀬町に住民登録をしている方なら年齢に関係な
く誰でも加入できますので、ぜひ家族揃ってご加入くだ
さい。細かい内容や加入手続きについては、八重瀬町役
場総務課までお問い合わせください。
　また、申込窓口は令和６年３月31日までは各自治会、
令和6年４月１日以降は八重瀬町役場総務課となります。※加入者が交通事故で負傷（ケガを）して治療を受けた場合、

　請求により見舞金を支給します。
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詳しい内容は、
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html

右の２次元コードからも
ご覧いただけます。
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